
ちょっと静かに勉強をしたいとき、
ちょっと誰かに相談をしたいとき、
子ども総合相談センターを
利用してみませんか。

令和７年１２月２６日(金)から令和８年１月１４日(水)まで
ただし、土日祝日及び１２月３０日から１月４日を除きます。

対 象 者 旭川市内に住んでいる若しくは通学している中学生、高校生、
又はおおむね同じ年齢の方

場 所 旭川市１０条通１１丁目
旭川市子ども総合相談センター研修・会議室

注意事項 右下の二次元コードから確認をお願いします。
皆さんが、子ども総合相談センターを気持ちよく利用できる
よう、ご協力をお願いします。

問合せ先 旭川市子ども総合相談センター 管理係
電話 0166-26-5500 Email kodomosodan@city.asahikawa.lg.jp

旭川市ホームページ及び旭川市公式ＳＮＳ、子育て支援部イン
スタグラム「あさきっず」でお知らせします。

開 放 日
時 間 等

実施期間

研修・会議室１ 研修・会議室３研修・会議室２

自習室開放のお知らせ

子ども総合相談センター
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